
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

�
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知

（
み
ど
り
保
全
課
）

三

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（

〃

）

四

�
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
（
二
件
）

（
水

産

課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

五

�
道
路
の
供
用
開
始

（

〃

）

六

�
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建

築

課
）

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

（
県
民
参
画
課
）

�
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

（
税

務

課
）

七

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

八

�
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

九

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

１
申
請
の
概
要

�
申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

坂
出
市
川
崎
町
１
番
地

株
式
会
社
川
崎
造
船
坂
出
工
場

工
場
長

村
上
新
一

�
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

坂
出
市
川
崎
町
１
番
地

株
式
会
社
川
崎
造
船
坂
出
工
場

�
特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

第８４号

平 成１６年

１０月２２日（金曜日）

告

示

金
属
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

�
湿
式
集
塵
機

貯
水
量
６
．４
�

２
基

�
湿
式
集
塵
機

貯
水
量
７
．５
�

２
基

	
湿
式
集
塵
機

貯
水
量
６
．４
�

１
基

許
可
後
３
日

許
可
後
４５
日

完
成
後

連
続
８
時
間
使
用

最
大

通
常

種
類

能
力

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

排
出
さ
れ

工期等

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

一





汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

７
～
８

１
，５００

２
，５００

８
，０００

１２
．８１５

６
．４

汚
水
は
、
汚
水
等
処
理
施
設
で
処
理
後
放
流
さ
れ
、
汚
泥
は
、

産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
に
て
処
理
さ
れ
る
。

７
～
８

１
，０００

１
，６００

７
，００００００

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的
（
�

／�
）

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

�
×
２
基

�
×
２
基

	
×
１
基

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

排
出
さ
れ
る
汚
水
等

の
量

（
�

／日
）

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

北
三
角
地
廃
水
処
理
施
設

３２
�
／
日
（
変
更
前
５０
�
／
日
）

凝
集
沈
殿
法

処
理

後

最
大

５
～
９３０３０

通
常

７
～
８２５２５

既
設

既
設

許
可
後

連
続
８
時
間

処
理

前

最
大

５
～
９

５００

１
，０００

通
常

１
～
１３

２００

５００

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

２０５３８

（
変
更
前
５０
）
３２

１０３２６

（
変
更
前
４２
）
３０

－－－

１００

（
変
更
前
５０
）
３２

－－－８０

（
変
更
前
４２
）
３０

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

溶
解
性
鉄

（
�

／�
）

含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

塗
装
集
塵
機
廃
水
処
理
施
設

１８
�
／
日

凝
集
沈
殿
法

許
可
後

許
可
後

完
成
後

通
常
連
続
１２
時
間
（
最
大
連
続
１８
時
間
）

処
理

後

最
大

５
～
９３０３０２０５３１８

通
常

７
～
８２５２５１０３２１２

処
理

前

最
大

５
～
９

２
，５００

８
，０００２０５３１８

通
常

１
～
１３

１
，６００

７
，０００１０３２１２

種
類

能
力

汚
水
等
の
処
理
方
式

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日

当
た
り
の
使
用
時
間

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量（
�
／日
）

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態 工期等

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

二




排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
炭
所
西
字
龍
頭
二
一
六
三
・
二
一
六
四
（
以
上
二
筆
国
有
林
。
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

公
園
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
保
全
課
及
び
満
濃
町
農
林
課

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

Ｆ
－
１

排
水

口

最
大５
～
９３０３０２０５３８５０

通
常５
～
９２５２５１０３２６４２

区
分

項
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

化
学
的
酸
素
（
�

／�
）

要
求

量

浮
遊
物
質
量
（
�

／�
）

窒
素
含
有
量
（
�

／�
）

り
ん
含
有
量
（
�

／�
）

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質
（
�

／�
）

溶
解
性
鉄
（
�

／�
）

含
有
量

排
出
水
の
量

（
�

／日
）

排
出
水
の

汚
染
状
態

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
七
、
一

医
療
法
人
社
団
メ
デ
ィ

カ
ル
ク
ラ
ブ
大
興
和
ク

リ
ニ
ッ
ク
池
田

観
音
寺
市
植
田
町
南
原
一
〇
〇
七
―
一

平
成
一
六
、
一
〇
、
五

さ
く
ら
歯
科
医
院

香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
字
城
八
六
〇
番
地

三

平
成
一
六
、
一
〇
、
一

た
だ
歯
科
医
院

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
一
九
三
八
―
一

平
成
一
六
、
一
〇
、
一
三

か
も
だ
歯
科
医
院

観
音
寺
市
坂
本
町
五
丁
目
一
九
番
三
三
号

平
成
一
六
、
九
、
一

レ
デ
イ
さ
ぬ
き
し
ど
調

剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
六
三
二
番
地
四

他
に
、
排
水
口
が
６０
箇
所
（
う
ち
、
雨
水
排
水
口
が
３８
箇
所
）
あ
る
。

（
備
考
）

今
回
の
申
請
に
伴
う
特
定
施
設
か
ら
の
汚
水
は
、
塗
装
集
塵
機
廃
水
処
理
施
設
で
処
理
後
放

流
さ
れ
る
が
、
北
三
角
地
廃
水
処
理
施
設
で
処
理
す
る
工
程
排
水
の
水
量
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、

当
該
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

�
期
間

平
成
１６
年
１０
月
２２
日
か
ら

平
成
１６
年
１１
月
１２
日
ま
で

�
場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

坂
出
市
環
境
経
済
部
環
境
交
通
課

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

三



療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

指

定

年

月

日

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
（
開
設
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

平
成
一
六
、
一
〇
、
一

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ

丸
亀
出
張
所

丸
亀
市
津
森
町
八
六

八
番
地
三

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ

高
松
市
鶴
市
町
二
〇

二
五
番
地
三

福
祉
用
具
貸
与

平
成
一
六
、
一
〇
、
一

有
限
会
社
エ
ン
ゼ
ル

四
国
本
社
事
業
所

木
田
郡
三
木
町
井
戸

四
五
六
二
番
地
五

有
限
会
社
エ
ン
ゼ
ル

四
国

木
田
郡
三
木
町
井
戸

四
五
六
二
番
地
五

訪
問
入
浴
介
護

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
六
、
六
、
三
〇

ク
リ
ニ
ッ
ク
池
田

観
音
寺
市
植
田
町
南
原
一
〇
〇
七
―
一

平
成
一
六
、
八
、
三
一

ト
ミ
ナ
ガ
調
剤
薬
局

さ
ぬ
き
市
志
度
六
三
二
番
地
四

沿
岸
名

漁
港
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

讃
岐
阿

波
沿
岸

入
部
魚

港

入
部
漁
港
海

岸

一

指
定
場
所

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
道
下
、
西
ノ
丸
地
先

二

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
補
助

点
三
、
補
助
点
二
、
補
助
点
一
、
基
点
一
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
角
度
の
表
示
は
、
方
向
角
と

す
る
。
）

基
点
一

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
字
道
下
甲
二
三
三
五

番
一
地
内
の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
三
一
度
〇
〇
分
、
九
六
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
二
一
三
度
〇
〇
分
、
五
三
・
〇
メ

ー
ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
三
〇
四
度
三
〇
分
、
一
一
四
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
三
〇
度
三
〇
分
、
二
一
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
二
四
一
度
〇
〇
分
、
八
九
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
四
か
ら
二
二
〇
度
三
〇
分
、
七
一
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
五
か
ら
二
四
一
度
三
〇
分
、
一
四
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
七
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

小
蓑
前
田
東
線
（
四
十
二
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

富
田
西
鴨
庄
線
（
百
四
十
号
）

三

道
路
の
区
域

沿
岸
名

漁
港
名

地
区
海
岸
名

海

岸

保

全

区

域

讃
岐
阿

波
沿
岸

室
生
魚

港

室
生
漁
港
海

岸

一

指
定
場
所

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
南
城
、
麓
、
浜
町
地
先

二

指
定
区
域

基
点
一
、
基
点
二
、
基
点
三
、
基
点
四
、
基
点
五
、
補
助

点
四
、
補
助
点
三
、
補
助
点
二
、
補
助
点
一
、
基
点
一
を
順

次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
角
度
の
表
示
は
、
方
向
角
と

す
る
。
）

基
点
一

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
南
城
七
四
番
地
先

の
標
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
三
八
度
三
〇
分
、
一
四
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
八
度
三
〇
分
、
四
七
・
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
度
〇
〇
分
、
六
二
・
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

基
点
五

基
点
四
か
ら
三
四
六
度
〇
〇
分
、
一
八
八
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
一

基
点
一
か
ら
二
九
三
度
〇
〇
分
、
六
六
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
二

基
点
三
か
ら
二
七
九
度
〇
〇
分
、
七
一
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
三

基
点
四
か
ら
二
六
二
度
〇
〇
分
、
七
一
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

補
助
点
四

基
点
五
か
ら
二
四
八
度
三
〇
分
、
七
一
・
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

木
田
郡
三
木
町
小
蓑
字
下
所
一
六
六
四

番
一
地
先
か
ら

前

一
三
・
〇

〜
五
〇
・
〇

二
九
三

平
成
七
年
香

川
県
告
示
第

六
百
九
十
一

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

木
田
郡
三
木
町
小
蓑
字
虹
の
滝
一
六
二

二
番
地
先
ま
で

後

一
三
・
〇

〜
六
〇
・
〇

二
九
三

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

五



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

東
谷
岩
崎
線
（
百
六
十
五
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
十
一
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
八
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
字
布
勢
甲
五
四
六
―
一
及
び
五
四
六
―
三

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

六
一
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

西
土
指
道

第
五
号

二

指
定
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
八
日

三

指
定
道
路
の
位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
字
田
井
下
二
一
二
三
―
一

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

延
長

七
一
・
五
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

さ
ぬ
き
市
寒
川
町
神
前
三
七
三
七
番
一

地
先
か
ら

前

一
六
・
四

〜
一
八
・
四

八
二

鴨
部
川
河
川

改
修
工
事
の

た
め
の
仮
設

迂
回
路
整
備

さ
ぬ
き
市
鴨
部
七
九
番
地
先
ま
で

後

一
〇
・
〇

〜
一
八
・
八

九
四

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
香
川
町
大
字
東
谷
字
日
向
一
八
八
番
四
地

先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
東
谷
字
向
坂
二
四
八
二
番
一

地
先
ま
で

一
〇
・
〇

〜
四
二
・
一

七
五

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
七
百
九
十

七
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

六



な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
か
り
エ
コ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

川
上

敬

高
松
市
檀
紙
町
一
九
八
五
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
、
高
齢
者
等
就
労
弱
者
に
対
し
て
、
職
業
能
力
開
発
及

び
雇
用
の
場
の
提
供
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者
・
高
齢
者
福
祉
並
び
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
就
労

を
通
じ
て
の
自
立
及
び
地
域
共
同
社
会
へ
の
貢
献
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
八
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

神
内
豁

高
松
市
十
川
西
町
六
七
二
番
地
二

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

洋
服
の
青
山
Ｐ
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ｓ
＋
Ａ
高
松
十
川
店

高
松
市
十
川
西
町
字
露
尾
六
七
一
番
四
ほ
か

３

変
更
し
た
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前

洋
服
の
青
山
ダ
イ
ソ

ー＆
ア
オ
ヤ
マ
１００
Ｙ
Ｅ
Ｎ
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｚ
Ａ
高
松
十
川
店

変
更
後

洋
服
の
青
山
Ｐ
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ｓ
＋
Ａ
高
松
十
川
店

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

変
更
前

青
山
商
事
株
式
会
社

広
島
県
福
山
市
王
子
町
一
丁
目
三
番
五
号

株
式
会
社
青
五

広
島
県
福
山
市
王
子
町
二
丁
目
一
四
番
三
八
号

変
更
後

青
山
商
事
株
式
会
社

広
島
県
福
山
市
王
子
町
一
丁
目
三
番
五
号

４

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
一
日

５

変
更
す
る
理
由

出
店
予
定
で
あ
っ
た
株
式
会
社
青
五
が
出
店
を
取
り
止
め
た
た
め

二

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
七
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
二
月
二
十
二
日
（
火
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

取
消
し
の
年
月
日

屋
島
登
山
鉄
道
株
式

会
社

鎌
田

敬
一

大
西

行
一

高
松
市
屋
島
中
町
一
四
一

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

七



提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
十

八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仁
尾
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水

路
改
修
事
業
）
古
江
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
七
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
仁
尾
町
産
業
振
興
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
八

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
五
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
仁

尾
町
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
六
年
十
月
七
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

観
音
寺
市
木
之
郷
町

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
川
間

四
号
地
区

観
音
寺
市
農
林

水
産
課

三
豊
郡
財
田
町
土
地

改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
補
修
事
業
）
入
樋

地
区

財
田
町
事
業
課

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

小
田
奈
良
須
両
池

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
藤
池
地
区

高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
森
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
三
軒
家
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
原
庫
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
川
原
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

八



●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺

市
逆
瀬
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

安
藤

清
高

観
音
寺
市
粟
井
町
一
七
八
〇
番
地

平
成
一
六
、
五
、
一

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

安
藤

進

観
音
寺
市
粟
井
町
一
七
七
一
番
地
一

平
成
一
六
、
五
、
三
一

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）

九
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（
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香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
二
十
二
日

（
第
九
一
七
八
号
）
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